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苦情解決の流れ

苦情受付担当者：苦情の受付

１． 苦情の受付

２． 苦情申出人の希望等

３． 第三者委員への報告の要否

４． 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合

いへの第三者委員の助言、立ち合いの要否

苦情申出人：福祉サービスの利用者及びその家族

苦情解決責任者
１． 苦情申出内容の原因、解決方策

の検討
２． 苦情解決のための苦情申出人と
の話し合い

３． 第三者委員への苦情解決結果

報告
４． 苦情原因の改善状況の苦情申
出人及び第三者委員への報告

第三者委員
１． 苦情受付担当者からの苦情内容の
情報聴取
２． 苦情内容の報告を受けた旨の苦情
申請人への通知

３． 利用者からの苦情の直接受付

４． 苦情申出人への助言

５． 事業者への助言

６． 苦情申出人と苦情解決責任者の話

し合いへの立会、助言

７． 苦情に関わる事案の改善状況等の

報告聴取
８． 日常的な状況把握と意見聴取

話し合い
第三者委員等の役割
１．苦情内容の確認
２．解決案の調整、助言
３．話し合いの結果や改善事項等の書面での
記録と確認

苦情解決の記録・結果報告

１．苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経緯と
結果について書面により記録する
２．苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について
第三者委員に報告し、必要な助言を受ける
３．苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項に
ついて、苦情申し出人及び第三者委員に対して、一定期間経
過後、報告する

運営適正化委員会


